
 

 

福祉部管理職 各位 

福祉部長  玉 井 理 加 

令和５年度福祉部の運営方針 

令和５年を迎えるにあたり，市長より示された「施政方針（令和５年２月２４日）」，

「市政運営の基本方針（令和５年３月 31 日）」を踏まえ，以下のとおり福祉部の運営

方針を策定した。 

各所属長は，同基本方針及び本運営方針について理解を深め，各所属職員に周知

するとともに，各施策・事業を着実に推進されたい。 

 

１．基本方針に基づく取組 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応 

①基本方針では新型コロナウイルス感染拡大から３年が経過し，感染症法の位置

付けが２類相当から５類へ引き下げられることから，引き続き感染症対策を講じつつ，

全ての事業を実施すること。 

そのために，ウィズコロナ，アフターコロナにおける市民サービスのあり方，新たなニ

ーズ，配慮を要する市民の状況を把握しながら，各施策の推進に向けて取り組むこ

と。 

②ウクライナ情勢等を起因とする物価高騰が，現在も市民生活に影響を及ぼしてい 

る状況から，必要な支援策を講じることが方針として示されている。 

今の市民生活，社会情勢，動向などにアンテナを張り，今後起こりうる事態も想定し

ながら，今何が必要か，何を優先すべきかを考え，常に市民に寄り添いながら施策を

推進すること。 

③「国分寺市行政デジタル化推進計画」に基づき，デジタル技術を積極的に活用し 
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た行政改革に取り組み，市民サービスの向上，業務の効率化を目指すこと。 

そのために，職員一人一人がデジタル技術を駆使することができるよう，知識及び能

力の向上に取り組むこと。 

 

（２）「国分寺市総合ビジョン」を踏まえて 

①「ともに進める」，「ともに高める」，「ともにつなげる」というまちづくりの基本理念 

を念頭に置き，市民・事業者等と共に施策を推進していくこと。 

また，「第２次国分寺市総合ビジョン」の策定に当たり，コロナ禍以前の社会，市民 

生活からの変容をしっかりと捉え，すべての市民が明るい未来を描けるよう策定に取 

り組むこと。 

先んじて策定する各個別計画において把握された市民，事業者等の声に耳を傾け， 

行政としての責務を適切に果たすため計画を策定すること。 

②「第Ⅰ期 国分寺市業務改革プロジェクト」の理念の下，各職員は業務の効率化， 

新たな行政サービスの創出を追求し，新庁舎に向けた意識改革と施策の推進に取

り組むこと。 

③持続可能な自治体であり続けるため，充実したサービスの提供と堅実な財政運 

営を同時に実現する必要があることを，職員は十分理解し取り組むこと。 

そのために，事業の「選択と集中」や新たな財源の確保に向けた視点を持ち，行政 

運営を「自分ごと」として捉え事務事業を執行すること。 

 

（３）適正な事務執行に向けて 

①福祉行政に携わる公務員として，いかなる状況下においても，すべての人の尊厳 

を守り，人権を尊重することを意識した行動を取ること。 

②平常時より情報収集，的確な情報把握に努め，適宜関係者等と情報共有を行うこ

と。 



緊急時においては，迅速かつ柔軟に対応し，必要に応じて部内での連携，庁内横 

断的な協力体制を取り，市民サービスの提供，行政としての責務を適切に果たすよ

う努めること。 

③根拠法令等を確認，理解し，遵守した上で，適正な手続きと事業運営を行うこと。

また，漠然と前例踏襲することなく，必要に応じて例規等及び業務運営の見直しを検

討し，市民サービスの向上と業務の効率化を図ること。 

④市の諸課題を念頭に置き，常に社会情勢や地域の動きにアンテナを張りながら，

市民生活への影響，業務運営の課題解決に向けて関係部署と情報共有を図り，ス

ピード感を持って対応すること。 

⑤事業の推進，具体なケース対応等にあたっては，常に市民目線に立ち，市民に寄

り添い取り組むこと。 

また，課内，部内での連携，協力体制に努め，必要に応じて健康部，子ども家庭部な

ど他の部署との情報共有，連携を図ること。 

⑥報告・連絡・相談を適宜行うとともに，日常的に声を掛け合い，風通しのよい職場

づくりに取り組むこと。特定の職員に業務が偏らないようにチームで取り組み，組織

として各施策の推進，判断，決定を行うことを常に意識すること。 

⑦業務に関する情報は，ルールに則した適切な管理を行うこと。 

特に個人情報の管理については，常に細心の注意を払い，判断，決定等においては

組織として適切に運用すること。 

また，委託事業者，指定管理者に対しても，適宜指導・確認を行うこと。 

⑧事業遂行においては，スピード感，スケジュール感を持って遅延なく業務を完遂で

きるよう，適正・的確な進行管理を行うこと。併せて，市全体の信用失墜につながる

事務執行上のミスを防ぐため，チーム内で重層的なチェック体制を構築し確実に取

り組むこと。 



⑨チームで協力し業務を効率的，効果的に推進することを全職員が意識し，特定 

の職員に業務が偏らないよう適切，かつ柔軟に業務分担を行い，ワーク・ライフ・ 

バランスの実現に向けた働き方を目指すこと。 

⑩日常的に整理整頓に心掛け，安全で快適な執務環境を保持すること。 

 

（４）職員の人材育成に向けて 

①誠実かつ丁寧に職員と向き合い，その声に耳を傾けるとともに，積極的な提案，意

見を促し，職員一人一人の能力が最大限に発揮され，成長につながるようマネジメ

ントを行うこと。 

②人材育成関わる基本方針及び実施計画を踏まえ，一歩先を見据えて自律的に行 

動できる職員の育成を行うこと。 

また，「ハラスメントの防止等に関する指針」を周知徹底し，職員が互いを大切にし， 

風通しの良い職場環境の維持に努めること。 

③少子高齢化の進展，市民の価値観の多様化などの社会環境に変化に柔軟に対

応するため，行政のデジタル化の推進に向けて，職員一人一人がデジタル技術を駆

使できるよう，知識及び能力の向上に努めること。 

 

２， 令和５年度重点課題について 

①各部，関係機関と協力し重層的支援体制整備に取り組むとともに，誰もが尊重さ 

れ，互いを支え合う「共生社会」の実現に向けて，各施策を効果的に取り組むこと。 

②「国分寺市地域福祉計画後期実行計画」，「国分寺市高齢者保健福祉計画・第８ 

期介護保険事業計画」，「第４次国分寺市障害福祉計画」等の各施策を着実に実

行し，各個別計画の次期計画策定に向けて，過去からの課題，ウィズコロナ・アフター

コロナの時代における新しい課題，市民ニーズの把握に努め，遅延なく計画策定に

取り組むこと。 



③具体な重点課題は別紙，「組織目標展開整理表」のとおり。 

 


